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自然休養村センター11月16日

▽
日
　
時

　
十
一
月
十
六
日
（
火
）

　
　
　
　
　
　
　
　
午
前
九
時
よ
り

▽
場
　
所

　
自
然
休
養
村
セ
ン
タ
ー

▽
持
参
す
る
も
の

　
免
許
証
・
写
真
一
枚

　
県
証
紙
　
二
、
O
O
O
円

　
会
費
等
　
　
、
五
七
〇
円

　
印
か
ん
（
特
例
の
該
当
者
）

▽
講
習
会

　
午
後
一
時
よ
り

　
過
去
三
年
間
無
事
故
・
無
違
反
で

あ
れ
ば
、
警
察
署
で
更
新
手
続
き
と

簡
単
な
講
習
（
資
料
と
写
真
を
見
る
）

だ
け
で
済
み
ま
す
。

　
た
だ
し
、
免
許
証
の
有
効
期
限
が

十
二
月
十
六
日
以
降
で
二
回
目
以
上

の
更
新
者
。

むし歯半減10力年運動を

成功させよう！

　
新
潟
県
で
は
、
県
内
の
乳
幼
児
、

小
、
中
学
校
児
童
生
徒
の
む
し
歯
を

五
十
六
年
を
基
準
と
し
十
年
間
で
半

減
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
い

ろ
い
ろ
な
事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
に
伴
い
、
町
で
も
歯
科
健
診
、

フ
ッ
素
洗
口
、
フ
ッ
素
塗
布
、
む
し

歯
予
防
教
室
等
の
事
業
を
行
っ
て
い

ま
す
。

　
各
事
業
と
も
、
役
場
、
保
育
園
、

学
校
を
通
じ
て
連
絡
が
あ
り
ま
す
の

で
、
積
極
的
に
参
加
し
て
子
供
の
む

し
歯
減
少
に
努
力
し
ま
し
ょ
う
。薙

豚
卿
剰

n
月
n
日
（
木
）

　
　
　
　
　
　
　
学
会
出
席

　
　
1
2
日
（
金
）

　
　
1
3
日
（
土
）
　
指
定
休
日

　
　
2
7
日
（
土
）
　
医
師
都
合

▽
毎
週
火
曜
日
は
湯
本
出
張
日

▽
木
曜
日
の
東
川
出
張
日
　
　
2
5
日

▽
木
曜
日
の
浦
田
出
張
日
　
　
4
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
8
日
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新幹線の開通を迎え

新しい観光パンフレット

　
上
越
新
幹
線
の
開
通
を
機
会
に
こ

の
ほ
ど
九
十
六
万
円
の
経
費
で
二
万

部
の
新
し
い
観
光
。
ハ
ン
フ
レ
ッ
ト
を

つ
く
り
ま
し
た
。

　
新
幹
線
で
グ
ー
ン
と
ス
ピ
ー
ド
ア

ッ
プ
、
野
鳥
と
天
然
温
泉
の
里
松
之

山
温
泉
と
い
う
見
出
し
で
は
じ
ま
り
、

野
鳥
を
探
し
ま
し
ょ
う
、
隠
れ
キ
リ

シ
タ
ン
を
物
語
る
マ
リ
ア
像
を
訪
ね

て
み
ま
し
ょ
う
な
ど
と
魅
力
が
い
っ

ぱ
い
の
。
ハ
ン
フ
レ
ッ
ト
で
す
。

　
ま
た
都
会
の
若
者
達
に
も
来
て
ほ

し
い
と
い
う
願
い
を
こ
め
．
ス
キ
ー
”

や
”
テ
ニ
ス
”
な
ど
ス
ポ
ー
ツ
施
設

の
案
内
も
あ
り
ま
す
。

患
者
輸
送

■
三
省
地
区

　
1
0
日
、
1
7
日
、
2
4
日

日
松
口
地
区

　
5
日
、
1
9
日
、
2
6
日

■
東
川
地
区

▽
月
曜
日
の
松
之
山
診
療
所

　
－
日
、
1
5
日
、
2
9
日

▽
木
曜
日
の
東
川
出
張

　
2
5
日

■
浦
田
地
区

▽
月
曜
日
の
松
之
山
診
療
所

　
8
日
、
2
2
日

▽
木
曜
日
の
浦
田
出
張

　
4
日
、
8
日

　
　
　
　
1

戸
籍
の
明
暗
　
＋
月

□
う
ぶ
声

高
橋
真
弥
（
中
尾
・
正
史
の
長
女
）

山
嵯
祐
一
（
湯
本
・
康
平
の
長
男
）

相
沢
さ
や
か
（
小
谷
・
孝
文
の
長
女
）

小
野
塚
円
（
湯
本
・
修
の
四
女
）

目
お
く
や
み

石
塚
武
久
㈱
（
田
麦
立
・
大
下
）

布
施
仙
太
郎
⑳
（
黒
倉
・
中
道
）

小
野
塚
サ
ヨ
㈹
（
湯
山
・
下
）

□
新
婚
さ
ん

　
樋
口
　
　
勇
　
湯
本
　
つ
た
や

爺
　
高
坂
友
規
子
　
東
京
　
渋
谷
区

羅
雛

　　　　No．82

198212／5

底報

歳末たすけあい運動

　歳末たすけあい運動は、毎年10月1日から12月31日まで行われる、共同募金

運動の一環として、12月に限って行われています。

　善意による寄付金は、地域の生活に困っている方や、施設に入所している方

がたに、越冬資金や正月支度金、あるいは日用品として贈られています。

12月1日～25日

女2，503人　口発行　新潟県　松之山町　□編集　議会事務局男2，359人12月1日　人口4，862人
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r欄業

工場誘致に期待冬の観光や

　
十
一
月
八
日
清
津
峡
、
十
二
日
に

は
鐙
坂
両
ト
ン
ネ
ル
が
開
通
、
十
五

日
に
は
待
望
の
上
越
新
幹
線
が
開
業

し
松
之
山
も
高
速
新
時
代
を
迎
え
ま

し
た
。

　
国
道
の
ト
ン
ネ
ル
開
通
で
雪
崩
の

危
険
か
ら
開
放
さ
れ
冬
期
間
の
交
通

も
確
保
出
来
、
湯
沢
駅
ま
で
車
で
約

一
時
間
、
湯
沢
か
ら
上
野
ま
で
新
幹

線
で
二
時
間
を
切
り
、
首
都
圏
も
日

帰
り
出
来
る
よ
う
に
な
り
冬
の
観
光

や
工
場
誘
致
も
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

・
》
蝉
．

鳥
灘

　
八
日
完
成
し
た
中
里
村
の
国
道
三

五
三
号
清
津
峡
ト
ン
ネ
ル
は
延
長
八

四
五
メ
ー
ト
ル
、
工
事
は
八
年
間
で

十
六
億
九
千
二
百
万
円
。
十
二
日
完

成
し
た
十
日
町
市
（
松
代
－
十
日
町

間
）
二
五
三
号
鐙
坂
ト
ン
ネ
ル
は
延

長
四
〇
〇
・
ニ
メ
ー
ト
ル
、
工
事
は

六
年
間
で
難
工
事
の
為
十
六
億
七
千

百
万
円
が
投
入
さ
れ
ま
し
た
。

　
今
後
は
残
る
名
ケ
山
ト
ン
ネ
ル
（
国

道
二
五
三
号
）
延
長
一
、
一
一
五
キ

ロ
の
早
期
完
成
が
待
た
れ
ま
す
。東口駅前レストランの屋上に歓迎の看板

　　　　　　　　　　　　（この裏が町の駐車場

湯沢駅案内図

～娩バ
感ゆつ’

捗

1、 」9■圏■唱

西ロ広場

WC　　　　　　待合室 公
安 ．」』晒 待合室

瀦
松
之
山
温
泉

圃
　
　
　
（
冬
期
）
ゆ
勘
ひ
ろ
ひ
説

　エスカレーター

新幹線上りホームヘ

　新幹線コンコース

わりさん

瓢　　評観

　　　　　　　　㏄「

㎜　　“浦導誤

キッブ

の エスカレーター
乗 精

売り嶋
　　　　　　　　駅覇室

団　体
看 新幹線下りホームヘ り 算 待合室

板 か 所

口

在来篠改札ロ ／
腿
糠 諺

お
弁
当
コ
1
ナ
謎 在釆縁ホ’μ

「 o
　至上野

〃
し’

ヒ
’

おそば置さん

エスカ

レータ’

画 東ロ広場

清津峡入口、中里村の国道353号線松代町と十日町市を結ぶ国道253号線
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犯
罪
や
事
故
を
な
く
し
て

　
今
年
も
残
り
少
な
く
な
り
ま
し
た
。

年
末
の
気
ぜ
わ
し
さ
は
と
か
く
心
の

ゆ
と
り
を
な
く
し
ま
す
。
こ
の
た
め
、

例
年
こ
の
時
期
に
は
犯
罪
や
事
故
が

多
く
発
生
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
上
越
新
幹
線
の
開
業
に
伴

っ
て
県
外
者
の
出
入
り
も
多
く
な
り

ま
す
。
町
民
一
人
ひ
と
り
が
防
犯
に

心
が
け
、
犯
罪
や
事
故
を
な
く
し
て

楽
し
い
正
月
を
迎
え
ま
し
ょ
う
。

◆
自
動
車
ド
ロ
ボ
ー
に
ご
用
心

　
自
動
車
ド
ロ
ボ
ー
が
発
生
し
て
い

明
る
い
年
末
年
始
を

ま
す
。
車
を
停
め
て
お
く
と
き
は
カ

ギ
を
か
け
て
く
だ
さ
い
。

○
必
ず
エ
ン
ジ
ン
キ
ー
を
抜
き
、
ド

　
ア
ロ
ツ
ク
し
ま
し
よ
う
。

○
車
内
に
は
現
金
や
貴
重
品
を
置
か

　
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

◆
年
の
暮
に
は
少
年
の
非
行
に
注
意

　
年
末
年
始
は
少
年
が
非
行
に
走
り

や
す
い
時
期
で
す
。
み
ん
な
で
注
意

し
合
い
、
子
供
達
に
明
る
く
楽
し
い

正
月
を
過
ご
さ
せ
ま
し
ょ
う
。

○
子
供
の
外
出
は
行
先
・
用
件
・
時

　
間
を
確
め
る
と
と
も
に
、
特
別
の

　
場
合
を
除
い
て
は
夜
間
の
外
出
、

　
外
泊
は
認
め
な
い
よ
う
に
し
ま
し

　
よ
う
。

○
小
遣
い
や
、
お
年
玉
の
使
い
途
に

　
つ
い
て
計
画
性
を
も
た
せ
、
浪
費

　
癖
を
つ
け
さ
せ
な
い
よ
う
に
し
ま

　
し
よ
う
。

○
酒
・
タ
バ
コ
は
非
行
の
出
発
点
で

　
す
、
厳
し
く
対
応
し
ま
し
よ
う
。

○
子
供
部
屋
が
非
行
の
温
床
に
な
ら

　
な
い
よ
う
個
室
は
開
放
的
に
し
ま

　
ヘ
ヘ

　
（
∩
）
）
　
良
　
　
㌧

へ
〔
σ

（
＾
）
）
　
　
o

i
ノ

ヘ
．
じ

（
　
（

・
つ
が

『
0

堰

【
、
》
　
　
　
o

（
（　

　
　
　
　
ピ

　
し
よ
p
フ
。

○
正
月
休
み
も
規
則
正
し
く
過
ご
さ

　
せ
ま
し
よ
う
。

◆
訪
間
販
売
に
ご
注
意

　
消
火
器
・
表
札
・
反
物
な
ど
詐
欺

ま
が
い
の
訪
問
販
売
が
横
行
し
て
い

ま
す
。

ノ

ぜ
○
そ
の
場
で
即
断
し
な
い
で
家
族
や

　
友
人
と
相
談
を
し
ま
し
ょ
う
。

○
よ
く
確
め
、
不
要
の
と
き
は
あ
や

　
ふ
や
の
態
度
を
さ
け
て
、
き
っ
ぱ

　
り
と
断
り
ま
し
ょ
う
。

　
　
東
頸
城
郡
防
犯
組
合
連
合
会

　
　
安
　
塚
　
警
　
察
　
署
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段
蝶眸

思
い
や
り
の
心

年
末
年
始
の
三
な
い
運
動

分

塗ρ4。

縮蕪
0

　　ロ、ミ…ミo．ガ

△飲んだら乗らない

△乗るなら飲まない

△乗るなら飲ませない

　
街
は
人
の
波
、
道
路
は
車
の
”
洪

水
”
街
全
体
が
何
と
な
く
気
ぜ
わ
し

く
な
る
の
が
十
二
月
で
す
。

　
そ
の
気
ぜ
わ
し
さ
の
な
か
で
、
や

や
も
す
る
と
、
わ
た
し
た
ち
は
”
・
い

の
ゆ
と
り
”
を
見
失
い
が
ち
で
す
。

　
交
通
事
故
の
防
止
は
ド
ラ
イ
バ
ー

に
と
っ
て
も
、
歩
行
者
に
と
っ
て
も

大
切
な
の
は
心
の
ゆ
と
り
と
お
互
い

に
相
手
の
立
場
を
尊
重
す
る
思
い
や

り
の
心
で
す
。

　
年
末
か
ら
年
始
に
か
け
て
の
交
通

事
故
を
防
止
す
る
た
め
に
も
「
ゆ
と

り
と
思
い
や
り
の
心
」
を
も
っ
て
安

全
運
転
、
安
全
走
行
を
心
掛
け
ま
し

よ
う
。

飲
酒
運
転
は

　
　
　
し
な
い
・
さ
せ
な
い

　
年
末
か
ら
年
始
に
か
け
て
は
「
忘

年
会
」
や
「
新
年
会
」
な
ど
が
あ
り

何
か
と
お
酒
を
飲
む
機
会
も
多
く
な

り
ま
す
。
こ
の
時
期
、
ド
ラ
イ
バ
ー

の
方
に
特
に
注
意
し
て
も
ら
い
た
い

の
が
飲
酒
運
転
に
よ
る
事
故
で
す
。

　
お
酒
を
飲
む
と
、
自
分
で
は
酔
っ

て
い
な
い
と
思
っ
て
い
て
も
　
感
覚

は
麻
ひ
し
、
素
早
い
判
断
や
行
動
が

で
き
な
く
な
り
ま
す
。

　
具
体
的
に
は
、
前
方
の
人
や
車
の

確
認
が
遅
れ
た
り
、
見
落
と
し
た
り

す
る
ほ
か
、
気
が
大
き
く
な
り
危
険

を
危
険
と
も
思
わ
な
く
な
っ
て
し
ま

う
な
ど
非
常
に
不
安
定
な
心
理
状
態

に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
飲
酒
運
転
は

交
通
事
故
と
背
中
合
わ
せ
に
な
っ
て

い
る
の
で
す
。

　
飲
酒
運
転
の
防
止
に
は
、
ド
ラ
イ

バ
i
自
身
が
気
を
付
け
る
だ
け
で
な

く
、
家
族
、
地
域
、
職
場
ぐ
る
み
の

注
意
も
必
要
で
す
。

　
ま
た
、
酒
類
を
提
供
す
る
飲
食
店

経
営
者
の
方
は
、
車
で
来
て
い
る
お

客
さ
ん
に
は
十
分
配
慮
し
、
酒
類
は

絶
対
に
出
さ
な
い
と
か
、
お
酒
を
飲

ん
だ
場
合
は
、
車
の
キ
ー
を
預
か
る

な
ど
し
て
、
真
の
思
い
や
り
で
飲
酒

運
転
を
防
止
し
ま
し
よ
う
。
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電
波
は
正
し
く
有
効
に

　
　
　
　
　
ハ
イ
パ
ワ
ー
市
民
ラ
ジ
オ
は
違
法

宏

　
ダ
ン
プ
カ
ー
や
長
距
離
ト
ラ
ッ
ク

等
の
車
両
に
設
置
さ
れ
た
ハ
イ
パ
ワ

ー
市
民
ラ
ジ
オ
か
ら
発
射
さ
れ
る
電

波
が
テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
に
障
害
を
与

え
た
り
、
重
要
無
線
通
信
に
妨
害
を

与
え
、
重
大
事
故
を
誘
発
す
る
原
因

と
な
り
大
き
な
社
会
問
題
と
な
っ
て

い
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
の
生
活
に
深

い
か
か
わ
り
を
持
つ
電
波
を
、
正
し

く
有
効
に
使
う
た
め
に
、
不
法
電
波

を
発
射
す
る
無
線
機
は
絶
対
持
た
な

い
よ
う
に
し
ま
し
よ
う
。

欝
肺
鍔
薔
智

　
ハ
イ
。
ハ
ワ
ー
市
民
ラ
ジ
オ
と
呼
ば

れ
る
強
力
で
多
く
の
電
波
（
二
十
三
、

四
十
六
、
八
十
、
百
二
十
チ
ャ
ン
ネ

ル
等
の
ト
ラ
ン
シ
ー
バ
ー
）
を
発
射

で
き
る
無
線
機
は
、
使
用
が
禁
止
さ

れ
て
い
ま
す
。

　
ハ
イ
。
ハ
、
ワ
ー
市
民
ラ
ジ
オ
を
使
用

す
る
と
、
無
線
局
の
通
信
や
テ
レ
ビ
、

ラ
ジ
オ
の
受
診
を
妨
害
す
る
な
ど
、

み
ん
な
の
迷
惑
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
知
人
等
で
、
こ
の
よ
う
な
人
を
見

か
け
た
ら
直
ち
に
止
め
る
よ
う
注
意

し
て
く
だ
さ
い
。

廃
犠
讐
旬

　
電
波
法
に
違
反
し
て
無
線
局
を
運

用
す
れ
ば
も
ち
ろ
ん
、
開
設
し
た
だ

け
で
も
、
来
年
一
月
一
日
か
ら
は
、

一
年
以
下
の
懲
役
又
は
二
十
万
円
以

下
の
罰
金
に
処
せ
ら
れ
ま
す
。

　
例
え
ば
、
ト
ラ
ッ
ク
の
運
転
席
に

ハ
イ
パ
ワ
ー
市
民
ラ
ジ
オ
を
取
り
付

け
電
波
を
発
射
で
き
る
状
態
に
し
た

人
は
、
実
際
に
使
用
し
な
く
て
も
処

罰
さ
れ
ま
す
。
も
し
、
罰
金
以
上
の

刑
に
処
せ
ら
れ
る
と
そ
の
後
二
年
間

は
無
線
局
の
免
許
が
受
け
ら
れ
な
い

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

や
さ
し
さ
を
行
動
に

　
十
二
月
九
日
は
「
障
害
者
の
日
」
で

す
。
障
害
を
持
つ
人
の
問
題
は
、
単

に
障
害
を
持
つ
人
だ
け
で
な
く
、
わ

た
し
た
ち
一
人
ひ
と
り
が
、
自
分
自

身
の
問
題
と
し
て
考
え
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。
ま
た
幅
広
い
社
会
的
な
連

帯
意
識
を
持
っ
て
解
決
し
て
い
く
こ

と
が
大
切
で
す
。

　
障
害
を
持
つ
人
に
対
す
る
理
解
と

関
心
を
深
め
て
、
み
ん
な
が
平
等

に
暮
ら
せ
る
社
会
を
つ
く
り
ま
し
よ
．

，
フ
。

十
二
月
九
日
は

障
害
者
が
困
っ
て
い
た
ら

　
　
お
手
伝
い
し
ま
し
ょ
う

　
障
害
者
と
あ
ま
り
接
し
た
こ
と
の

な
い
人
の
な
か
に
は
、
障
害
者
に
対

し
て
、
一
般
の
人
と
は
全
く
違
っ
て

い
る
と
い
う
偏
見
や
誤
解
を
持
ち
、

同
情
や
哀
れ
み
の
気
持
ち
で
接
す
る

人
が
少
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　
わ
た
し
た
ち
の
社
会
に
は
、
背
の

高
い
人
や
低
い
人
、
速
く
走
る
こ
と

の
で
き
る
人
や
で
き
な
い
人
な
ど
が

「
障
害
者
の
日
」

い
ま
す
。
こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
障

害
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

身
長
や
運
動
能
力
の
違
い
、
個
人
差

の
一
つ
な
の
で
す
。

　
で
す
か
ら
、
手
助
け
す
る
と
き
も

障
害
者
だ
か
ら
で
な
く
、
困
っ
て
い

る
か
ら
手
助
け
を
。
こ
れ
が
障
害
者

に
対
す
る
エ
チ
ケ
ッ
ト
の
基
本
で
す
。

　
障
害
者
が
困
っ
て
い
る
の
を
見
か

け
た
ら
、
そ
の
人
が
何
を
し
て
ほ
し

い
の
か
を
よ
く
聞
き
、
必
要
な
と
き

は
快
く
お
手
伝
い
し
ま
し
ょ
う
。

障
害
者
の
マ
ー
ク

　
こ
の
マ
ー
ク
は
、
手
足
の
不
自
由

な
人
が
利
用
し
や
す
い
建
物
・
施
設

で
あ
る
こ
と
を
示
す
シ
ン
ボ
ル
マ
ー

ク
で
す
。
図
柄
は
車
い
す
と
障
害
者

を
デ
ザ
イ
ン
化
し
た
も
の
で
、
国
際

障
害
者
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
協
会

に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
た
も
の
で
す
。

手話窓口

　
こ
の
マ
ー
ク
は
、
そ
こ
に
手
話
の

で
き
る
人
が
い
て
、
耳
や
口
の
不
自

由
な
人
た
ち
が
利
用
し
や
す
い
窓
口

で
あ
る
こ
と
を
示
す
シ
ン
ボ
ル
マ
ー

ク
で
す
。
図
柄
は
耳
を
デ
ザ
イ
ン
化

し
た
タ
ツ
ノ
オ
ト
シ
ゴ
で
、
財
団
法

人
全
日
本
ろ
う
あ
連
盟
の
シ
ン
ボ
ル

マ
ー
ク
で
す
。
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犯
罪
や
事
故
を
な
く
し
て

　
今
年
も
残
り
少
な
く
な
り
ま
し
た
。

年
末
の
気
ぜ
わ
し
さ
は
と
か
く
心
の

ゆ
と
り
を
な
く
し
ま
す
。
こ
の
た
め
、

例
年
こ
の
時
期
に
は
犯
罪
や
事
故
が

多
く
発
生
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
上
越
新
幹
線
の
開
業
に
伴

っ
て
県
外
者
の
出
入
り
も
多
く
な
り

ま
す
。
町
民
一
人
ひ
と
り
が
防
犯
に

心
が
け
、
犯
罪
や
事
故
を
な
く
し
て

楽
し
い
正
月
を
迎
え
ま
し
ょ
う
。

◆
自
動
車
ド
ロ
ボ
ー
に
ご
用
心

　
自
動
車
ド
ロ
ボ
ー
が
発
生
し
て
い

明
る
い
年
末
年
始
を

ま
す
。
車
を
停
め
て
お
く
と
き
は
カ

ギ
を
か
け
て
く
だ
さ
い
。

○
必
ず
エ
ン
ジ
ン
キ
ー
を
抜
き
、
ド

　
ア
ロ
ツ
ク
し
ま
し
よ
う
。

○
車
内
に
は
現
金
や
貴
重
品
を
置
か

　
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

◆
年
の
暮
に
は
少
年
の
非
行
に
注
意

　
年
末
年
始
は
少
年
が
非
行
に
走
り

や
す
い
時
期
で
す
。
み
ん
な
で
注
意

し
合
い
、
子
供
達
に
明
る
く
楽
し
い

正
月
を
過
ご
さ
せ
ま
し
ょ
う
。

○
子
供
の
外
出
は
行
先
・
用
件
・
時

　
間
を
確
め
る
と
と
も
に
、
特
別
の

　
場
合
を
除
い
て
は
夜
間
の
外
出
、

　
外
泊
は
認
め
な
い
よ
う
に
し
ま
し

　
よ
う
。

○
小
遣
い
や
、
お
年
玉
の
使
い
途
に

　
つ
い
て
計
画
性
を
も
た
せ
、
浪
費

　
癖
を
つ
け
さ
せ
な
い
よ
う
に
し
ま

　
し
よ
う
。

○
酒
・
タ
バ
コ
は
非
行
の
出
発
点
で

　
す
、
厳
し
く
対
応
し
ま
し
よ
う
。

○
子
供
部
屋
が
非
行
の
温
床
に
な
ら

　
な
い
よ
う
個
室
は
開
放
的
に
し
ま
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フ
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○
正
月
休
み
も
規
則
正
し
く
過
ご
さ

　
せ
ま
し
よ
う
。

◆
訪
間
販
売
に
ご
注
意

　
消
火
器
・
表
札
・
反
物
な
ど
詐
欺

ま
が
い
の
訪
問
販
売
が
横
行
し
て
い

ま
す
。

ノ

ぜ
○
そ
の
場
で
即
断
し
な
い
で
家
族
や

　
友
人
と
相
談
を
し
ま
し
ょ
う
。

○
よ
く
確
め
、
不
要
の
と
き
は
あ
や

　
ふ
や
の
態
度
を
さ
け
て
、
き
っ
ぱ

　
り
と
断
り
ま
し
ょ
う
。

　
　
東
頸
城
郡
防
犯
組
合
連
合
会

　
　
安
　
塚
　
警
　
察
　
署
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段
蝶眸

思
い
や
り
の
心

年
末
年
始
の
三
な
い
運
動

分

塗ρ4。

縮蕪
0

　　ロ、ミ…ミo．ガ

△飲んだら乗らない

△乗るなら飲まない

△乗るなら飲ませない

　
街
は
人
の
波
、
道
路
は
車
の
”
洪

水
”
街
全
体
が
何
と
な
く
気
ぜ
わ
し

く
な
る
の
が
十
二
月
で
す
。

　
そ
の
気
ぜ
わ
し
さ
の
な
か
で
、
や

や
も
す
る
と
、
わ
た
し
た
ち
は
”
・
い

の
ゆ
と
り
”
を
見
失
い
が
ち
で
す
。

　
交
通
事
故
の
防
止
は
ド
ラ
イ
バ
ー

に
と
っ
て
も
、
歩
行
者
に
と
っ
て
も

大
切
な
の
は
心
の
ゆ
と
り
と
お
互
い

に
相
手
の
立
場
を
尊
重
す
る
思
い
や

り
の
心
で
す
。

　
年
末
か
ら
年
始
に
か
け
て
の
交
通

事
故
を
防
止
す
る
た
め
に
も
「
ゆ
と

り
と
思
い
や
り
の
心
」
を
も
っ
て
安

全
運
転
、
安
全
走
行
を
心
掛
け
ま
し

よ
う
。

飲
酒
運
転
は

　
　
　
し
な
い
・
さ
せ
な
い

　
年
末
か
ら
年
始
に
か
け
て
は
「
忘

年
会
」
や
「
新
年
会
」
な
ど
が
あ
り

何
か
と
お
酒
を
飲
む
機
会
も
多
く
な

り
ま
す
。
こ
の
時
期
、
ド
ラ
イ
バ
ー

の
方
に
特
に
注
意
し
て
も
ら
い
た
い

の
が
飲
酒
運
転
に
よ
る
事
故
で
す
。

　
お
酒
を
飲
む
と
、
自
分
で
は
酔
っ

て
い
な
い
と
思
っ
て
い
て
も
　
感
覚

は
麻
ひ
し
、
素
早
い
判
断
や
行
動
が

で
き
な
く
な
り
ま
す
。

　
具
体
的
に
は
、
前
方
の
人
や
車
の

確
認
が
遅
れ
た
り
、
見
落
と
し
た
り

す
る
ほ
か
、
気
が
大
き
く
な
り
危
険

を
危
険
と
も
思
わ
な
く
な
っ
て
し
ま

う
な
ど
非
常
に
不
安
定
な
心
理
状
態

に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
飲
酒
運
転
は

交
通
事
故
と
背
中
合
わ
せ
に
な
っ
て

い
る
の
で
す
。

　
飲
酒
運
転
の
防
止
に
は
、
ド
ラ
イ

バ
i
自
身
が
気
を
付
け
る
だ
け
で
な

く
、
家
族
、
地
域
、
職
場
ぐ
る
み
の

注
意
も
必
要
で
す
。

　
ま
た
、
酒
類
を
提
供
す
る
飲
食
店

経
営
者
の
方
は
、
車
で
来
て
い
る
お

客
さ
ん
に
は
十
分
配
慮
し
、
酒
類
は

絶
対
に
出
さ
な
い
と
か
、
お
酒
を
飲

ん
だ
場
合
は
、
車
の
キ
ー
を
預
か
る

な
ど
し
て
、
真
の
思
い
や
り
で
飲
酒

運
転
を
防
止
し
ま
し
よ
う
。
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の
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を
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有
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に
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う
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め
に
、
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法
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を
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無
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は
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対
持
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な
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よ
う
に
し
ま
し
よ
う
。
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市
民
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と
呼
ば
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る
強
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で
多
く
の
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（
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、

四
十
六
、
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十
、
百
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十
チ
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ン
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等
の
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を
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で
き
る
無
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は
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使
用
が
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市
民
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を
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る
と
、
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局
の
通
信
や
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、
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オ
の
受
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を
妨
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る
な
ど
、

み
ん
な
の
迷
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に
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て
い
ま
す
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知
人
等
で
、
こ
の
よ
う
な
人
を
見

か
け
た
ら
直
ち
に
止
め
る
よ
う
注
意

し
て
く
だ
さ
い
。
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犠
讐
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法
に
違
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し
て
無
線
局
を
運

用
す
れ
ば
も
ち
ろ
ん
、
開
設
し
た
だ

け
で
も
、
来
年
一
月
一
日
か
ら
は
、

一
年
以
下
の
懲
役
又
は
二
十
万
円
以

下
の
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金
に
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せ
ら
れ
ま
す
。

　
例
え
ば
、
ト
ラ
ッ
ク
の
運
転
席
に

ハ
イ
パ
ワ
ー
市
民
ラ
ジ
オ
を
取
り
付

け
電
波
を
発
射
で
き
る
状
態
に
し
た

人
は
、
実
際
に
使
用
し
な
く
て
も
処

罰
さ
れ
ま
す
。
も
し
、
罰
金
以
上
の

刑
に
処
せ
ら
れ
る
と
そ
の
後
二
年
間

は
無
線
局
の
免
許
が
受
け
ら
れ
な
い

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

や
さ
し
さ
を
行
動
に

　
十
二
月
九
日
は
「
障
害
者
の
日
」
で

す
。
障
害
を
持
つ
人
の
問
題
は
、
単

に
障
害
を
持
つ
人
だ
け
で
な
く
、
わ

た
し
た
ち
一
人
ひ
と
り
が
、
自
分
自

身
の
問
題
と
し
て
考
え
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。
ま
た
幅
広
い
社
会
的
な
連

帯
意
識
を
持
っ
て
解
決
し
て
い
く
こ

と
が
大
切
で
す
。

　
障
害
を
持
つ
人
に
対
す
る
理
解
と

関
心
を
深
め
て
、
み
ん
な
が
平
等

に
暮
ら
せ
る
社
会
を
つ
く
り
ま
し
よ
．

，
フ
。

十
二
月
九
日
は

障
害
者
が
困
っ
て
い
た
ら

　
　
お
手
伝
い
し
ま
し
ょ
う

　
障
害
者
と
あ
ま
り
接
し
た
こ
と
の

な
い
人
の
な
か
に
は
、
障
害
者
に
対

し
て
、
一
般
の
人
と
は
全
く
違
っ
て

い
る
と
い
う
偏
見
や
誤
解
を
持
ち
、

同
情
や
哀
れ
み
の
気
持
ち
で
接
す
る

人
が
少
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　
わ
た
し
た
ち
の
社
会
に
は
、
背
の

高
い
人
や
低
い
人
、
速
く
走
る
こ
と

の
で
き
る
人
や
で
き
な
い
人
な
ど
が

「
障
害
者
の
日
」

い
ま
す
。
こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
障

害
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

身
長
や
運
動
能
力
の
違
い
、
個
人
差

の
一
つ
な
の
で
す
。

　
で
す
か
ら
、
手
助
け
す
る
と
き
も

障
害
者
だ
か
ら
で
な
く
、
困
っ
て
い

る
か
ら
手
助
け
を
。
こ
れ
が
障
害
者

に
対
す
る
エ
チ
ケ
ッ
ト
の
基
本
で
す
。

　
障
害
者
が
困
っ
て
い
る
の
を
見
か

け
た
ら
、
そ
の
人
が
何
を
し
て
ほ
し

い
の
か
を
よ
く
聞
き
、
必
要
な
と
き

は
快
く
お
手
伝
い
し
ま
し
ょ
う
。

障
害
者
の
マ
ー
ク

　
こ
の
マ
ー
ク
は
、
手
足
の
不
自
由

な
人
が
利
用
し
や
す
い
建
物
・
施
設

で
あ
る
こ
と
を
示
す
シ
ン
ボ
ル
マ
ー

ク
で
す
。
図
柄
は
車
い
す
と
障
害
者

を
デ
ザ
イ
ン
化
し
た
も
の
で
、
国
際

障
害
者
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
協
会

に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
た
も
の
で
す
。

手話窓口

　
こ
の
マ
ー
ク
は
、
そ
こ
に
手
話
の

で
き
る
人
が
い
て
、
耳
や
口
の
不
自

由
な
人
た
ち
が
利
用
し
や
す
い
窓
口

で
あ
る
こ
と
を
示
す
シ
ン
ボ
ル
マ
ー

ク
で
す
。
図
柄
は
耳
を
デ
ザ
イ
ン
化

し
た
タ
ツ
ノ
オ
ト
シ
ゴ
で
、
財
団
法

人
全
日
本
ろ
う
あ
連
盟
の
シ
ン
ボ
ル

マ
ー
ク
で
す
。



lllll”1“”【7】III”II”III”1”””””ll””””””1“Illlll””1””II””Ill”ll”””1”m”川”1””II””Ill”1”Ill”””””””1”1“II””II”lll”””lllllll”1広報まつのやま　“b82
”川阿川II””1川 ”1川”1川川ll川

昭和57年12月5日　””“llII”1””1”1”1””1”””1””II”””lll””lll”IIll”””II”””li”lll”lllII””””“Ill““””1”1”1”1”1”””””””1””II”“II”””1【61””1”ll”1”

嘱982年

惣きど葱

▲10月31日第1回農業祭
みなおそうふる里をテーマに野菜の即売、もちつき大会、芸能祭な

どが行なわれた。

〈
十
月
十
日
第
一
回
駅
伝
大
会

体
育
の
日
町
内
を
一
周
す
る
コ
ー
ス

で
地
区
対
抗
十
チ
ー
ム
が
健
脚
を
競
う

　　　　　　　　　　　　▲奨励賞「我家」小見美晴さん

　　　　　　　　　　　　　10月23・24日第1回郡展

　　　　　　　　　　　　　4部門に329点の力作、審査員

　　　　　　　　　　　　の高い評価を受ける。
▲奨励賞「静物菊」猪俣栄二さん

▼8月8日第7回町民体育大会

5地区にわかれ競技、総合優勝松里チーム

▲上越新幹線開通湯沢駅前に駐車場

新幹線時代を迎え松之山町など5町村で奥信越広

域駐車場建設

▼8月14日成人式’

晴れやかに81人巣立つ

▼7月18日消防大会

消防力の充実を求め団員300名の大会

▲5月17日国道405号誕生祝賀会

町を横断する2本目の国道が4月1日認定さ

れ、中立山で祝賀会

▼スキー場設計測量始まる。

天水島地内に第一リフト（ペアL667m）

　　　　　第一リフト（シングルL

▼浦田温泉掘さく

6月17日開抗式を行ない、その

後700mまで掘さくしたが自噴

せず。

▼4月25日新潟県知事選挙

投票率86．4％　投票総数3254票

　　　　　　罐
　　　　　　　讃癩購

墜膿職承

ー
§
1
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嘱982年

惣きど葱

▲10月31日第1回農業祭
みなおそうふる里をテーマに野菜の即売、もちつき大会、芸能祭な

どが行なわれた。

〈
十
月
十
日
第
一
回
駅
伝
大
会

体
育
の
日
町
内
を
一
周
す
る
コ
ー
ス

で
地
区
対
抗
十
チ
ー
ム
が
健
脚
を
競
う

　　　　　　　　　　　　▲奨励賞「我家」小見美晴さん

　　　　　　　　　　　　　10月23・24日第1回郡展

　　　　　　　　　　　　　4部門に329点の力作、審査員

　　　　　　　　　　　　の高い評価を受ける。
▲奨励賞「静物菊」猪俣栄二さん

▼8月8日第7回町民体育大会

5地区にわかれ競技、総合優勝松里チーム

▲上越新幹線開通湯沢駅前に駐車場

新幹線時代を迎え松之山町など5町村で奥信越広

域駐車場建設

▼8月14日成人式’

晴れやかに81人巣立つ

▼7月18日消防大会

消防力の充実を求め団員300名の大会

▲5月17日国道405号誕生祝賀会

町を横断する2本目の国道が4月1日認定さ

れ、中立山で祝賀会

▼スキー場設計測量始まる。

天水島地内に第一リフト（ペアL667m）

　　　　　第一リフト（シングルL

▼浦田温泉掘さく

6月17日開抗式を行ない、その

後700mまで掘さくしたが自噴

せず。

▼4月25日新潟県知事選挙

投票率86．4％　投票総数3254票

　　　　　　罐
　　　　　　　讃癩購

墜膿職承

ー
§
1
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冬の生活を守る道路除雪

昨年より7．1キロ増える

国・県道28．6キロ．町道13．9キロ

　
い
よ
い
よ
本
格
的
な
雪
の
シ
ー
ズ

ン
で
す
。
気
象
台
の
予
報
に
よ
る
と

「
十
二
月
は
暖
冬
、
一
月
は
大
雪
、

二
月
は
厳
寒
」
と
の
こ
と
で
す
。

　
今
冬
の
町
内
除
雪
計
画
は
、
国
県

道
二
八
・
六
キ
ロ
町
道
二
二
・
九
キ

ロ
合
計
四
二
・
五
キ
ロ
で
昨
冬
よ
り

七
・
一
キ
ロ
増
え
て
い
ま
す
。
圧
雪

は
三
四
・
五
キ
ロ
（
国
県
道
一
丁
｝

キ
ロ
、
町
道
三
二
・
四
キ
ロ
）
で
す
。

　
町
で
は
冬
の
道
路
確
保
に
除
雪
、

圧
雪
機
械
あ
わ
せ
て
十
七
台
で
万
全

の
体
勢
を
整
え
て
い
ま
す
が
、
皆
さ

ん
の
協
力
な
し
で
は
で
き
ま
せ
ん
の

で
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

▼
自
動
車
又
は
、
そ
の
他
除
雪
作
業

に
障
害
と
な
る
物
を
、
道
路
上
お
よ

び
排
雪
場
所
に
放
置
し
な
い
で
下
さ

い
。▼

屋
根
の
雪
は
道
路
上
に
捨
て
な
い

で
下
さ
い
。

▼
道
路
の
側
に
ゴ
ミ
を
捨
て
た
り
、

燃
や
し
た
り
し
な
い
で
下
さ
い
。

　
新
規
除
雪
路
線

◆
国
・
県
道

▽
坂
中
～
中
立
山
　
　
O
・
九
キ
ロ

▽
天
水
越
～
島
の
神
杜
O
・
六
キ
ロ

◆
町
道

▽
兎
口
　
　
　
　
　
　
O
・
六
キ
ロ

▽
東
川
～
東
川
小

▽
天
水
島
～
中
坪

▽
曽
根
～
新
田

▽
修
業
者
～
黒
倉

ノ

　　　　　　　‘大荒欝
　　　　　　　肇

水製轄紹
　　　　　　　　、
　　　　　　　　歓　　　　　　　　婆　　　』
　　　　　　　　妻　　　　　　　　4　　　　　　　　ゆ　　り
　　　　　　　　鰍縫．

鯛購戴
　　湯山　　　　　下繊池

○
・
七
キ
ロ

一
ニ
キ
ロ

一
・
一
キ
ロ

ニ
ニ
キ
ロ

除雪・圧雪計画

　　　県除雪路線

一一一町除雪路線

一一一圧雪路線

　O　除雪センター

　ノ1交驚鞠

　　　鱒㌧驚鍵
嚢　〆撫急鋤

　、
　　も薦襯、・、

　　　、　｛文

　　　　　湯幽

’

　　　　、転》銚
　　　　。家辮鷲
　竃！・級窯
　」轟’　　　、
〉！薯　，曳

　纏倉　、
　　　　2

　　　編／

倉
、
文

無

中坪
素
臥

糖
な

　　　　緊
　　　　嚇働、
　　　　交　。

熱娠・、γ灘
1　　　争

／茜轟
　　　　　　ぜ　　　　　　5　上σ）霞
　　　繍簿　ぐ・．獺
　　　　　　蓼　暮
　　　　　　タ　　　　　暮　讐湯の嘉
　　　　　さ
　　　　．4　文
　　豊欝ノ

　　　名
　　　！
　　　’

　　〆　　叛嶺

月灘

　諾

　　　　ノ蜘蔑、

懸雛
鋼擁難
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公
給
領
収
証
を

受
け
取
り
ま
し
ょ
う

　
十
二
月
十
日
か
ら
一
月
九
日
ま
で
、

公
給
領
収
証
の
完
全
交
付
受
領
強
調

月
間
で
す
。

　
こ
れ
か
ら
忘
年
会
や
新
年
会
の
シ

ー
ズ
ン
と
な
り
ま
す
が
、
こ
の
期
間

に
限
ら
ず
旅
館
や
ホ
テ
ル
・
飲
食
店

な
ど
を
利
用
さ
れ
た
と
き
は
、
必
ず

公
給
領
収
証
を
お
受
け
取
り
く
だ
さ

い
。　

公
給
領
収
証
は
、
県
と
み
な
さ
ん

を
結
ぶ
正
し
い
納
税
の
か
け
橋
と
な

る
重
要
な
役
割
を
は
た
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
明
朗
会
計
に
も
つ
な
が
り
ま

す
。

直
江
津
簡
易

裁
判
所
移
転

　
こ
の
度
、
直
江
津
簡
易
裁
判
所
、

上
越
市
西
本
町
三
丁
目
で
取
扱
う
事

務
が
、
十
二
月
一
日
（
水
）
か
ら
高

田
簡
易
裁
判
所
、
上
越
市
大
手
町
一

丁
目
に
お
い
て
取
り
扱
う
こ
と
と
な

り
ま
し
た
。

　
し
た
が
っ
て
、
同
日
以
後
直
江
津

簡
易
裁
判
所
で
は
事
務
を
行
わ
な
い

こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　
裁
判
所
に
御
用
の
あ
る
方
は
、
高

田
簡
易
裁
判
所
へ
お
い
で
く
だ
さ
い
。

▽
高
田
簡
易
裁
判
所

　
費
　
豊
蓋
ー
茜
ー
五
一
六
〇

国
民
年
金
保
険
料
は

年
末
調
整
さ
れ
ま
す

　
こ
と
し
一
年
間
に
納
め
た
国
民
年

金
の
保
険
料
は
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の

年
末
調
整
や
自
営
業
者
な
ど
が
確
定

申
告
を
す
る
と
、
そ
の
額
が
ま
る
ま

る
所
得
額
か
ら
控
除
さ
れ
、
所
得
税

が
減
額
さ
れ
ま
す
。

　
十
二
月
は
、
年
末
調
整
の
月
で
す

か
ら
、
該
当
す
る
人
は
、
こ
の
手
続

き
を
忘
れ
ず
に
し
て
く
だ
さ
い
。

　
昭
和
五
十
七
年
一
月
か
ら
十
二
月

ま
で
に
納
め
た
、
つ
ぎ
の
保
険
料
が

控
除
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

▽
定
額
保
険
料
の
み
六
〇
、
四
八
O
円

▽
付
加
保
険
料
加
入
六
五
、
二
八
○
円

農
林
水
産
大
臣
か
ら

感
謝
状

　
　
小
谷
の
相
沢
久
男
さ
ん

　
需
要
に
即
し
た
食
糧
の
確
保
や
安

定
し
た
農
業
を
行
う
た
め
に
農
林
水

産
省
で
は
、
農
林
漁
家
の
方
々
に
調

査
の
記
帳
や
情
報
の
提
供
を
頂
い
て

農
林
水
産
統
計
調
査
を
行
な
っ
て
い

ま
す
。

　
十
月
十
八
日
「
統
計
の
日
」
に
ち

な
ん
で
、
こ
の
統
計
調
査
に
永
年
協

力
さ
れ
た
方
々
、
県
内
一
〇
六
名
に

農
林
水
産
大
臣
か
ら
感
謝
状
が
授
与

さ
れ
ま
し
た
。

　
東
頸
城
郡
内
で
は
、
小
谷
の
相
沢

久
男
さ
ん
が
米
生
産
費
調
査
記
帳
農

家
と
し
て
受
賞
さ
れ
ま
し
た
。

健康つくりの食生活

　　塩分の目安は

　　　　　　1目10グラム以下

　食塩の取り過ぎが体によくない、といわれるよ

うになってこの方、日本人1人当たりの摂取量は

徐々に減ってきています。しかし、個々に見ます

と、まだまだ取り過ぎの人が多いことも事実です。

　昔から日本人は、他の国の人々に比べ、食塩を

多く摂取していると言われてきました。これは、

主食であるご飯につきもののおしんこやみそ汁を

よく食べる上に、何でもしょうゆをかけて食べる

という日本人の“塩味好き、、が原因と考えられま

す。事実、厚生省の国民栄養調査を見ても、わた

したちの食塩摂取量の約6割は、みそ、しょうゆ

などの調味料から取っています。

　ところで、わたしたち人間にとって、1人1日

当たりの食塩の最低必要量は、およそ3グラムと

考えられています。つまり、塩分は、人間の体に

とって欠かせないものですが、激しい肉体労働を

する人など特定の仕事をする人たちを除いて、あ

まり多く取る必要はないということです。

　エスキモー人やアフソカの原住民は、調味料と

しての食塩は食べていません。野菜や肉、魚には

わずかですが食塩の主成分ナトリウムが含まれて

いるからです。

　日本人1人当たりの塩分摂取量は年々減ってき

ていますが、それでも、13グラムも取っており、

厚生省が目安としている1日10グラムを上回って

います。

　インスタント食品や調理済みの加工食品が大量

に出回っており、これには思ったより多くの塩分

が含まれています。

　ふだんの食生活では、味付けを薄めにするとと

もに、つけものや佃煮など毎日食べる習慣をなく

し、塩分の代わりに酢を味付けに用いるなどの工

夫をし、塩分を控えるようにしましょう。
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の
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成
し
、
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十
三
日
（
月
曜
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ら
新
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舎
で
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務
を
行
う
こ
と
に
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た
。
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冬の生活を守る道路除雪

昨年より7．1キロ増える

国・県道28．6キロ．町道13．9キロ

　
い
よ
い
よ
本
格
的
な
雪
の
シ
ー
ズ

ン
で
す
。
気
象
台
の
予
報
に
よ
る
と

「
十
二
月
は
暖
冬
、
一
月
は
大
雪
、

二
月
は
厳
寒
」
と
の
こ
と
で
す
。

　
今
冬
の
町
内
除
雪
計
画
は
、
国
県

道
二
八
・
六
キ
ロ
町
道
二
二
・
九
キ

ロ
合
計
四
二
・
五
キ
ロ
で
昨
冬
よ
り

七
・
一
キ
ロ
増
え
て
い
ま
す
。
圧
雪

は
三
四
・
五
キ
ロ
（
国
県
道
一
丁
｝

キ
ロ
、
町
道
三
二
・
四
キ
ロ
）
で
す
。

　
町
で
は
冬
の
道
路
確
保
に
除
雪
、

圧
雪
機
械
あ
わ
せ
て
十
七
台
で
万
全

の
体
勢
を
整
え
て
い
ま
す
が
、
皆
さ

ん
の
協
力
な
し
で
は
で
き
ま
せ
ん
の

で
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

▼
自
動
車
又
は
、
そ
の
他
除
雪
作
業

に
障
害
と
な
る
物
を
、
道
路
上
お
よ

び
排
雪
場
所
に
放
置
し
な
い
で
下
さ

い
。▼

屋
根
の
雪
は
道
路
上
に
捨
て
な
い

で
下
さ
い
。

▼
道
路
の
側
に
ゴ
ミ
を
捨
て
た
り
、

燃
や
し
た
り
し
な
い
で
下
さ
い
。

　
新
規
除
雪
路
線

◆
国
・
県
道

▽
坂
中
～
中
立
山
　
　
O
・
九
キ
ロ

▽
天
水
越
～
島
の
神
杜
O
・
六
キ
ロ

◆
町
道

▽
兎
口
　
　
　
　
　
　
O
・
六
キ
ロ

▽
東
川
～
東
川
小

▽
天
水
島
～
中
坪

▽
曽
根
～
新
田

▽
修
業
者
～
黒
倉

ノ

　　　　　　　‘大荒欝
　　　　　　　肇

水製轄紹
　　　　　　　　、
　　　　　　　　歓　　　　　　　　婆　　　』
　　　　　　　　妻　　　　　　　　4　　　　　　　　ゆ　　り
　　　　　　　　鰍縫．

鯛購戴
　　湯山　　　　　下繊池

○
・
七
キ
ロ

一
ニ
キ
ロ

一
・
一
キ
ロ

ニ
ニ
キ
ロ

除雪・圧雪計画

　　　県除雪路線

一一一町除雪路線

一一一圧雪路線

　O　除雪センター
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公
給
領
収
証
を

受
け
取
り
ま
し
ょ
う

　
十
二
月
十
日
か
ら
一
月
九
日
ま
で
、

公
給
領
収
証
の
完
全
交
付
受
領
強
調

月
間
で
す
。

　
こ
れ
か
ら
忘
年
会
や
新
年
会
の
シ

ー
ズ
ン
と
な
り
ま
す
が
、
こ
の
期
間

に
限
ら
ず
旅
館
や
ホ
テ
ル
・
飲
食
店

な
ど
を
利
用
さ
れ
た
と
き
は
、
必
ず

公
給
領
収
証
を
お
受
け
取
り
く
だ
さ

い
。　

公
給
領
収
証
は
、
県
と
み
な
さ
ん

を
結
ぶ
正
し
い
納
税
の
か
け
橋
と
な

る
重
要
な
役
割
を
は
た
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
明
朗
会
計
に
も
つ
な
が
り
ま

す
。

直
江
津
簡
易

裁
判
所
移
転

　
こ
の
度
、
直
江
津
簡
易
裁
判
所
、

上
越
市
西
本
町
三
丁
目
で
取
扱
う
事

務
が
、
十
二
月
一
日
（
水
）
か
ら
高

田
簡
易
裁
判
所
、
上
越
市
大
手
町
一

丁
目
に
お
い
て
取
り
扱
う
こ
と
と
な

り
ま
し
た
。

　
し
た
が
っ
て
、
同
日
以
後
直
江
津

簡
易
裁
判
所
で
は
事
務
を
行
わ
な
い

こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　
裁
判
所
に
御
用
の
あ
る
方
は
、
高

田
簡
易
裁
判
所
へ
お
い
で
く
だ
さ
い
。

▽
高
田
簡
易
裁
判
所

　
費
　
豊
蓋
ー
茜
ー
五
一
六
〇

国
民
年
金
保
険
料
は

年
末
調
整
さ
れ
ま
す

　
こ
と
し
一
年
間
に
納
め
た
国
民
年

金
の
保
険
料
は
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の

年
末
調
整
や
自
営
業
者
な
ど
が
確
定

申
告
を
す
る
と
、
そ
の
額
が
ま
る
ま

る
所
得
額
か
ら
控
除
さ
れ
、
所
得
税

が
減
額
さ
れ
ま
す
。

　
十
二
月
は
、
年
末
調
整
の
月
で
す

か
ら
、
該
当
す
る
人
は
、
こ
の
手
続

き
を
忘
れ
ず
に
し
て
く
だ
さ
い
。

　
昭
和
五
十
七
年
一
月
か
ら
十
二
月

ま
で
に
納
め
た
、
つ
ぎ
の
保
険
料
が

控
除
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

▽
定
額
保
険
料
の
み
六
〇
、
四
八
O
円

▽
付
加
保
険
料
加
入
六
五
、
二
八
○
円

農
林
水
産
大
臣
か
ら

感
謝
状

　
　
小
谷
の
相
沢
久
男
さ
ん

　
需
要
に
即
し
た
食
糧
の
確
保
や
安

定
し
た
農
業
を
行
う
た
め
に
農
林
水

産
省
で
は
、
農
林
漁
家
の
方
々
に
調

査
の
記
帳
や
情
報
の
提
供
を
頂
い
て

農
林
水
産
統
計
調
査
を
行
な
っ
て
い

ま
す
。

　
十
月
十
八
日
「
統
計
の
日
」
に
ち

な
ん
で
、
こ
の
統
計
調
査
に
永
年
協

力
さ
れ
た
方
々
、
県
内
一
〇
六
名
に

農
林
水
産
大
臣
か
ら
感
謝
状
が
授
与

さ
れ
ま
し
た
。

　
東
頸
城
郡
内
で
は
、
小
谷
の
相
沢

久
男
さ
ん
が
米
生
産
費
調
査
記
帳
農

家
と
し
て
受
賞
さ
れ
ま
し
た
。

健康つくりの食生活

　　塩分の目安は

　　　　　　1目10グラム以下

　食塩の取り過ぎが体によくない、といわれるよ

うになってこの方、日本人1人当たりの摂取量は

徐々に減ってきています。しかし、個々に見ます

と、まだまだ取り過ぎの人が多いことも事実です。

　昔から日本人は、他の国の人々に比べ、食塩を

多く摂取していると言われてきました。これは、

主食であるご飯につきもののおしんこやみそ汁を

よく食べる上に、何でもしょうゆをかけて食べる

という日本人の“塩味好き、、が原因と考えられま

す。事実、厚生省の国民栄養調査を見ても、わた

したちの食塩摂取量の約6割は、みそ、しょうゆ

などの調味料から取っています。

　ところで、わたしたち人間にとって、1人1日

当たりの食塩の最低必要量は、およそ3グラムと

考えられています。つまり、塩分は、人間の体に

とって欠かせないものですが、激しい肉体労働を

する人など特定の仕事をする人たちを除いて、あ

まり多く取る必要はないということです。

　エスキモー人やアフソカの原住民は、調味料と

しての食塩は食べていません。野菜や肉、魚には

わずかですが食塩の主成分ナトリウムが含まれて

いるからです。

　日本人1人当たりの塩分摂取量は年々減ってき

ていますが、それでも、13グラムも取っており、

厚生省が目安としている1日10グラムを上回って

います。

　インスタント食品や調理済みの加工食品が大量

に出回っており、これには思ったより多くの塩分

が含まれています。

　ふだんの食生活では、味付けを薄めにするとと

もに、つけものや佃煮など毎日食べる習慣をなく

し、塩分の代わりに酢を味付けに用いるなどの工

夫をし、塩分を控えるようにしましょう。
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生
命
保
険
と
税
金

　
　
支
払
額
に
応
じ
所
得
税
か
ら
控
除
さ
れ
ま
す

　
生
命
保
険
に
加
入
し
、
保
険
料
を

支
払
っ
て
い
る
人
は
、
所
得
税
を
計

算
す
る
際
に
年
間
の
支
払
い
保
険
料

の
額
に
応
じ
て
、
年
間
所
得
金
額
か

ら
一
定
額
が
控
除
さ
れ
ま
す
。

　
そ
こ
で
、
生
命
保
険
料
の
控
除
を

受
け
る
た
め
の
手
続
き
な
ど
に
つ
い

て
見
て
み
ま
し
よ
う
。

生
命
保
険
料
の
控
除
を

受
け
る
た
め
の
手
続

　
生
命
保
険
料
の
控
除
を
受
け
る
た

め
の
手
続
き
は
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の

場
合
は
、
年
末
調
整
の
際
に
控
除
を

受
け
ま
す
の
で
「
給
与
所
得
者
の
保

険
料
控
除
申
告
書
」
に
必
要
事
項
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

記
入
し
て
、
年
末
調
整
の
時
ま
で
に

勤
務
先
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
サ

ラ
リ
ー
マ
ン
以
外
の
人
は
来
年
二
月

十
六
日
か
ら
始
ま
る
確
定
申
告
の
時

に
「
確
定
申
告
書
」
に
必
要
事
項
を

記
入
し
て
提
出
し
ま
す
。

　
た
だ
し
、
い
ず
れ
の
場
合
も
支
払

っ
た
保
険
料
が
一
契
約
で
年
間
九
千

円
を
超
え
る
と
き
は
、
保
険
会
社
な

ど
が
発
行
す
る
払
込
証
明
書
が
必
要

で
す
。

最
高
五
万
円
控
除

保
険
料
と
税
の
控
除
額

　
控
除
額
は
下
表
の
と
お
り
で
す
。

　
た
だ
し
、
保
険
期
間
が
五
年
未
満

の
生
命
保
険
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
貯
蓄

型
保
険
の
保
険
料
は
、
控
除
の
対
象

に
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
そ
の
年
に

生
命
保
険
契
約
に
基
づ
い
て
受
け
取

っ
た
剰
余
金
や
割
戻
金
は
、
支
払
っ

た
保
険
料
か
ら
差
し
引
く
こ
と
に
な

っ
て
い
ま
す
。

　
剛

　
偉除控

　
の税るす対に料険保払支

1年間に支払った保険料 控　　除　　額

25，000円以下 全　　　　額

25，000円を超え

50，000円以下
支払保険料の％＋
12，500円

50，000円を超え

100，000円以下
支払保険料の％＋
25，000円

100，00σ円を超え

る場合 50，000円

満
期
保
険
金
を

受
け
取
っ
た
場
合

◆
保
険
料
を
負
担
し
て
い
た
人
が
保

　
険
金
受
取
人
の
場
合
。

○
受
け
取
っ
た
保
険
金
か
ら
負
担
し

　
た
保
険
料
を
差
し
引
い
た
金
額
に

　
対
し
て
、
一
時
所
得
と
し
て
所
得

　
税
が
か
か
り
ま
す
。

◆
保
険
料
を
負
担
し
て
い
た
人
が
保

　
険
金
受
取
人
以
外
の
人
の
場
合
。

○
保
険
金
受
取
人
に
贈
与
税
が
か
か

　
り
ま
す
。

死
亡
保
険
金
を

受
け
取
っ
た
場
合

◆
保
険
料
を
負
担
し
て
い
た
人
が
亡

　
く
な
っ
た
人
の
場
合
。

○
保
険
金
受
取
人
に
相
続
税
が
か
か

　
り
ま
す
。

◆
保
険
料
を
負
担
し
て
い
た
人
が
保

　
険
金
受
取
人
の
場
合
。

○
受
け
取
っ
た
保
険
金
か
ら
負
担
し

　
た
保
険
料
を
差
し
引
い
た
金
額
に

　
対
し
て
、
一
時
所
得
と
し
て
所
得

　
税
が
か
か
り
ま
す
。

◆
保
険
料
を
負
担
し
て
い
た
人
が
保

　
険
金
受
取
人
で
も
亡
く
な
っ
た
人

で
も
な
い
場
合
。

○
保
険
金
受
取
人
に
贈
与
税
が
か
か

　
り
ま
す
。
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サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
末
調
整

　
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
に
と
っ
て
十
二
月

は
年
末
調
整
の
月
で
す
。

　
年
末
調
整
は
、
月
々
の
給
料
か
ら

引
か
れ
て
い
る
源
泉
徴
収
税
額
の
合

計
を
、
年
間
の
給
与
総
額
に
対
す
る

年
税
額
と
照
ら
し
、
税
金
の
過
不
足

を
調
整
し
精
算
す
る
も
の
で
す
。

　
年
末
調
整
は
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
に

と
っ
て
確
定
申
告
に
代
わ
る
大
切
な

手
続
き
で
あ
り
、
大
部
分
の
サ
ラ
リ

ー
マ
ン
は
こ
の
年
末
調
整
に
よ
っ
て
、

そ
の
年
の
納
税
が
完
了
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

　
年
末
調
整
に
は
、
次
に
掲
げ
る
関

係
書
類
が
必
要
で
す
か
ら
、
年
末
調

整
に
間
に
合
う
よ
う
勤
務
先
に
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

年
末
調
整
に
必
要
な
書
類

①
扶
養
控
除
や
配
偶
者
控
除
を
受
け

ら
れ
る
扶
養
親
族
等
に
異
動
が
あ
っ

た
人
は
「
扶
養
控
除
等
異
動
申
告
書
」

②
今
年
中
に
支
払
っ
た
国
民
健
康
保

険
、
国
民
年
金
の
保
険
料
な
ど
の
社

会
保
険
料
控
除
や
生
命
保
険
料
控
除
、

損
害
保
険
料
控
除
な
ど
を
受
け
よ
う

と
す
る
人
は
「
給
与
所
得
者
の
保
険

料
控
除
申
告
書
」

③
前
年
な
い
し
前
々
年
に
確
定
申
告

に
よ
り
住
宅
取
得
控
除
の
適
用
を
受

け
て
い
る
人
は
税
務
署
か
ら
送
ら
れ

た
「
住
宅
取
得
控
除
証
明
書
」

④
住
宅
貯
蓄
控
除
を
受
け
よ
う
と
す

る
人
は
貯
蓄
先
の
金
融
機
関
発
行
の

「
住
宅
貯
蓄
証
明
書
」
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相手の立場を考えて

豊かな人間関係を

　
相
手
の
立
場
を
考
え
て
豊
か
な
人

間
関
係
を
l
t

　
十
二
月
四
日
か
ら
十
日
ま
で
の
一

週
間
は
「
人
権
週
間
」
で
す
。

．
人
権
”
と
い
う
と
、
何
か
難
し
い

も
の
と
考
え
が
ち
で
す
が
、
決
し
て

そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
わ
た
し
た

ち
一
人
ひ
と
り
が
杜
会
の
な
か
で
幸

福
な
生
活
を
営
む
た
め
に
必
要
な
、

人
間
と
し
て
の
当
然
の
権
利
1
そ

れ
が
人
権
で
す
．

　
そ
し
て
、
子
供
か
ら
お
年
寄
り
ま

で
わ
た
し
た
ち
一
人
ひ
と
り
の
”
基

本
的
人
権
”
は
、
憲
法
に
よ
っ
て
保

障
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　
し
か
し
、
わ
た
し
た
ち
の
身
の
回

り
に
は
、
家
庭
内
の
い
ざ
こ
ざ
を
は

じ
め
、
近
隣
騒
音
な
ど
隣
近
所
の
も

め
ご
と
か
ら
婦
人
、
障
害
者
、
同
和

問
題
に
至
る
ま
で
、
人
権
に
ま
つ
わ

る
様
々
な
ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
て
い
ま

す
。　

そ
こ
で
、
こ
う
し
た
人
権
を
め
ぐ

る
ト
ラ
ブ
ル
で
悩
ん
で
い
る
方
が
気

軽
に
相
談
で
き
る
窓
口
と
し
て
、
人

権
擁
護
委
員
の
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　
人
権
擁
護
委
員
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

地
域
の
な
か
で
、
人
権
問
題
の
相
談

に
応
じ
た
り
、
人
権
が
侵
さ
れ
て
い

る
と
思
わ
れ
る
事
件
の
調
査
な
ど
を

す
る
人
で
、
現
在
一
万
一
、
五
〇
〇
人

が
法
務
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
て
い
ま

す
。　

毎
日
の
生
活
の
な
か
で
、
こ
れ
は

人
権
問
題
で
は
な
い
か
と
感
じ
た
り

法
律
上
ど
の
よ
う
に
な
る
の
か
分
か

ら
な
く
て
お
困
り
の
場
合
は
、
気
軽

に
人
権
擁
護
委
員
に
相
談
し
て
み
て

は
い
か
が
で
し
よ
う
か
。

　
相
談
は
、
人
権
擁
護
委
員
の
自
宅

で
毎
日
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
相
談

は
無
料
で
、
秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま

す
。　

人
権
は
わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て
言

わ
ば
水
や
空
気
の
よ
う
な
も
の
1

侵
さ
れ
て
そ
の
大
切
さ
に
気
付
く
前

に
、
日
ご
ろ
か
ら
人
権
の
尊
重
と
は

ど
う
い
う
こ
と
か
を
考
え
て
お
き
ま

し
よ
う
。
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電
話
債
券
を

　
　
お
調
べ
く
だ
さ
い

　
　
　
　
　
　
松
之
山
電
報
電
話
局

＊
あ
な
た
が
お
持
ち
の
電
信
電
話
債

　
券
は
満
期
に
な
っ
て
い
ま
せ
ん
か
。

＊
抽
せ
ん
に
よ
り
償
還
を
行
っ
て
い

　
ま
す
が
抽
せ
ん
に
当
選
し
て
い
ま

　
せ
ん
か
。

＊
償
還
期
日
後
は
利
息
が
つ
き
ま
せ

　
ん
の
で
お
早
め
に
お
受
取
り
く
だ

　
さ
い
。

＊
お
持
ち
の
加
入
者
電
信
電
話
債
券

　
の
償
還
金
の
受
領
を
確
実
に
す
る

　
た
め
便
利
な
「
保
護
預
り
」
を
ご

　
利
用
く
だ
さ
い
。
（
無
料
で
す
）

※
お
問
合
せ
は
電
話
局
ぺ

　
費
二
二
〇
〇
番

雪
お
ろ
し
の
と
き
は
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電
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に

　
　
　
　
ご
注
意
く
だ
さ
い

。
・
。
Q
。
酵
幡

の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
5
　
　
　
　
　
　
　
　
倉

Q
　
　
”
　
’
　
　
　
　
　
　
　
は

Q
誤
意
○
酵

　
　
O
　
　
　
　
“
。
　
　
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
障

　
　
　
　
　
　
9
　
　
◎
o
　
故

　
　
　
○



ー
㊤
O
o
り
ー

川川”II”川川”1川1”1”1川IIlll“llll川1川川1川川1”川”Illl川IIIlllll川1川llIII”llI”lll”川1川川川”1川liII川川ll””ll”川1川””【101”ll“””II

生
命
保
険
と
税
金

　
　
支
払
額
に
応
じ
所
得
税
か
ら
控
除
さ
れ
ま
す

　
生
命
保
険
に
加
入
し
、
保
険
料
を

支
払
っ
て
い
る
人
は
、
所
得
税
を
計

算
す
る
際
に
年
間
の
支
払
い
保
険
料

の
額
に
応
じ
て
、
年
間
所
得
金
額
か

ら
一
定
額
が
控
除
さ
れ
ま
す
。

　
そ
こ
で
、
生
命
保
険
料
の
控
除
を

受
け
る
た
め
の
手
続
き
な
ど
に
つ
い

て
見
て
み
ま
し
よ
う
。

生
命
保
険
料
の
控
除
を

受
け
る
た
め
の
手
続

　
生
命
保
険
料
の
控
除
を
受
け
る
た

め
の
手
続
き
は
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の

場
合
は
、
年
末
調
整
の
際
に
控
除
を

受
け
ま
す
の
で
「
給
与
所
得
者
の
保

険
料
控
除
申
告
書
」
に
必
要
事
項
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

記
入
し
て
、
年
末
調
整
の
時
ま
で
に

勤
務
先
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
サ

ラ
リ
ー
マ
ン
以
外
の
人
は
来
年
二
月

十
六
日
か
ら
始
ま
る
確
定
申
告
の
時

に
「
確
定
申
告
書
」
に
必
要
事
項
を

記
入
し
て
提
出
し
ま
す
。

　
た
だ
し
、
い
ず
れ
の
場
合
も
支
払

っ
た
保
険
料
が
一
契
約
で
年
間
九
千

円
を
超
え
る
と
き
は
、
保
険
会
社
な

ど
が
発
行
す
る
払
込
証
明
書
が
必
要

で
す
。

最
高
五
万
円
控
除

保
険
料
と
税
の
控
除
額

　
控
除
額
は
下
表
の
と
お
り
で
す
。

　
た
だ
し
、
保
険
期
間
が
五
年
未
満

の
生
命
保
険
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
貯
蓄

型
保
険
の
保
険
料
は
、
控
除
の
対
象

に
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
そ
の
年
に

生
命
保
険
契
約
に
基
づ
い
て
受
け
取

っ
た
剰
余
金
や
割
戻
金
は
、
支
払
っ

た
保
険
料
か
ら
差
し
引
く
こ
と
に
な

っ
て
い
ま
す
。

　
剛

　
偉除控

　
の税るす対に料険保払支

1年間に支払った保険料 控　　除　　額

25，000円以下 全　　　　額

25，000円を超え

50，000円以下
支払保険料の％＋
12，500円

50，000円を超え

100，000円以下
支払保険料の％＋
25，000円

100，00σ円を超え

る場合 50，000円

満
期
保
険
金
を

受
け
取
っ
た
場
合

◆
保
険
料
を
負
担
し
て
い
た
人
が
保

　
険
金
受
取
人
の
場
合
。

○
受
け
取
っ
た
保
険
金
か
ら
負
担
し

　
た
保
険
料
を
差
し
引
い
た
金
額
に

　
対
し
て
、
一
時
所
得
と
し
て
所
得

　
税
が
か
か
り
ま
す
。

◆
保
険
料
を
負
担
し
て
い
た
人
が
保

　
険
金
受
取
人
以
外
の
人
の
場
合
。

○
保
険
金
受
取
人
に
贈
与
税
が
か
か

　
り
ま
す
。

死
亡
保
険
金
を

受
け
取
っ
た
場
合

◆
保
険
料
を
負
担
し
て
い
た
人
が
亡

　
く
な
っ
た
人
の
場
合
。

○
保
険
金
受
取
人
に
相
続
税
が
か
か

　
り
ま
す
。

◆
保
険
料
を
負
担
し
て
い
た
人
が
保

　
険
金
受
取
人
の
場
合
。

○
受
け
取
っ
た
保
険
金
か
ら
負
担
し

　
た
保
険
料
を
差
し
引
い
た
金
額
に

　
対
し
て
、
一
時
所
得
と
し
て
所
得

　
税
が
か
か
り
ま
す
。

◆
保
険
料
を
負
担
し
て
い
た
人
が
保

　
険
金
受
取
人
で
も
亡
く
な
っ
た
人

で
も
な
い
場
合
。

○
保
険
金
受
取
人
に
贈
与
税
が
か
か

　
り
ま
す
。
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サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
末
調
整

　
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
に
と
っ
て
十
二
月

は
年
末
調
整
の
月
で
す
。

　
年
末
調
整
は
、
月
々
の
給
料
か
ら

引
か
れ
て
い
る
源
泉
徴
収
税
額
の
合

計
を
、
年
間
の
給
与
総
額
に
対
す
る

年
税
額
と
照
ら
し
、
税
金
の
過
不
足

を
調
整
し
精
算
す
る
も
の
で
す
。

　
年
末
調
整
は
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
に

と
っ
て
確
定
申
告
に
代
わ
る
大
切
な

手
続
き
で
あ
り
、
大
部
分
の
サ
ラ
リ

ー
マ
ン
は
こ
の
年
末
調
整
に
よ
っ
て
、

そ
の
年
の
納
税
が
完
了
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

　
年
末
調
整
に
は
、
次
に
掲
げ
る
関

係
書
類
が
必
要
で
す
か
ら
、
年
末
調

整
に
間
に
合
う
よ
う
勤
務
先
に
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

年
末
調
整
に
必
要
な
書
類

①
扶
養
控
除
や
配
偶
者
控
除
を
受
け

ら
れ
る
扶
養
親
族
等
に
異
動
が
あ
っ

た
人
は
「
扶
養
控
除
等
異
動
申
告
書
」

②
今
年
中
に
支
払
っ
た
国
民
健
康
保

険
、
国
民
年
金
の
保
険
料
な
ど
の
社

会
保
険
料
控
除
や
生
命
保
険
料
控
除
、

損
害
保
険
料
控
除
な
ど
を
受
け
よ
う

と
す
る
人
は
「
給
与
所
得
者
の
保
険

料
控
除
申
告
書
」

③
前
年
な
い
し
前
々
年
に
確
定
申
告

に
よ
り
住
宅
取
得
控
除
の
適
用
を
受

け
て
い
る
人
は
税
務
署
か
ら
送
ら
れ

た
「
住
宅
取
得
控
除
証
明
書
」

④
住
宅
貯
蓄
控
除
を
受
け
よ
う
と
す

る
人
は
貯
蓄
先
の
金
融
機
関
発
行
の

「
住
宅
貯
蓄
証
明
書
」
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相手の立場を考えて

豊かな人間関係を

　
相
手
の
立
場
を
考
え
て
豊
か
な
人

間
関
係
を
l
t

　
十
二
月
四
日
か
ら
十
日
ま
で
の
一

週
間
は
「
人
権
週
間
」
で
す
。

．
人
権
”
と
い
う
と
、
何
か
難
し
い

も
の
と
考
え
が
ち
で
す
が
、
決
し
て

そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
わ
た
し
た

ち
一
人
ひ
と
り
が
杜
会
の
な
か
で
幸

福
な
生
活
を
営
む
た
め
に
必
要
な
、

人
間
と
し
て
の
当
然
の
権
利
1
そ

れ
が
人
権
で
す
．

　
そ
し
て
、
子
供
か
ら
お
年
寄
り
ま

で
わ
た
し
た
ち
一
人
ひ
と
り
の
”
基

本
的
人
権
”
は
、
憲
法
に
よ
っ
て
保

障
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　
し
か
し
、
わ
た
し
た
ち
の
身
の
回

り
に
は
、
家
庭
内
の
い
ざ
こ
ざ
を
は

じ
め
、
近
隣
騒
音
な
ど
隣
近
所
の
も

め
ご
と
か
ら
婦
人
、
障
害
者
、
同
和

問
題
に
至
る
ま
で
、
人
権
に
ま
つ
わ

る
様
々
な
ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
て
い
ま

す
。　

そ
こ
で
、
こ
う
し
た
人
権
を
め
ぐ

る
ト
ラ
ブ
ル
で
悩
ん
で
い
る
方
が
気

軽
に
相
談
で
き
る
窓
口
と
し
て
、
人

権
擁
護
委
員
の
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　
人
権
擁
護
委
員
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

地
域
の
な
か
で
、
人
権
問
題
の
相
談

に
応
じ
た
り
、
人
権
が
侵
さ
れ
て
い

る
と
思
わ
れ
る
事
件
の
調
査
な
ど
を

す
る
人
で
、
現
在
一
万
一
、
五
〇
〇
人

が
法
務
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
て
い
ま

す
。　

毎
日
の
生
活
の
な
か
で
、
こ
れ
は

人
権
問
題
で
は
な
い
か
と
感
じ
た
り

法
律
上
ど
の
よ
う
に
な
る
の
か
分
か

ら
な
く
て
お
困
り
の
場
合
は
、
気
軽

に
人
権
擁
護
委
員
に
相
談
し
て
み
て

は
い
か
が
で
し
よ
う
か
。

　
相
談
は
、
人
権
擁
護
委
員
の
自
宅

で
毎
日
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
相
談

は
無
料
で
、
秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま

す
。　

人
権
は
わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て
言

わ
ば
水
や
空
気
の
よ
う
な
も
の
1

侵
さ
れ
て
そ
の
大
切
さ
に
気
付
く
前

に
、
日
ご
ろ
か
ら
人
権
の
尊
重
と
は

ど
う
い
う
こ
と
か
を
考
え
て
お
き
ま

し
よ
う
。

君
礫

　
　
　
す

、　
　
　
品

6
勲

や
《

物さ

｛
米
年
の
之
と
け

な
ん
だ
・
け

カ　
　
　
ン
　
　
ヨ
サ
ゴ

　
　
　
ε
饗

　
　
　
　
　
諺／／

亀
聴
嘩

7
｝
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癌
　
紅

華
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贈
　
　
　
　
　
　
　

　
イ
ノ
シ
シ
だ
r

洗
慕

★
鑑

一律
葱／／

電
話
債
券
を

　
　
お
調
べ
く
だ
さ
い

　
　
　
　
　
　
松
之
山
電
報
電
話
局

＊
あ
な
た
が
お
持
ち
の
電
信
電
話
債

　
券
は
満
期
に
な
っ
て
い
ま
せ
ん
か
。

＊
抽
せ
ん
に
よ
り
償
還
を
行
っ
て
い

　
ま
す
が
抽
せ
ん
に
当
選
し
て
い
ま

　
せ
ん
か
。

＊
償
還
期
日
後
は
利
息
が
つ
き
ま
せ

　
ん
の
で
お
早
め
に
お
受
取
り
く
だ

　
さ
い
。

＊
お
持
ち
の
加
入
者
電
信
電
話
債
券

　
の
償
還
金
の
受
領
を
確
実
に
す
る

　
た
め
便
利
な
「
保
護
預
り
」
を
ご

　
利
用
く
だ
さ
い
。
（
無
料
で
す
）

※
お
問
合
せ
は
電
話
局
ぺ

　
費
二
二
〇
〇
番

雪
お
ろ
し
の
と
き
は

　
　
　
「
電
話
線
」
に

　
　
　
　
ご
注
意
く
だ
さ
い

。
・
。
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。
酵
幡
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事
業
主
の
皆
さ
ん

労
働
保
険
の
加
入
は
お
す
み
で
す
か

　
労
働
者
を
』
人
以
上
雇
用
さ
れ
て

い
る
事
業
主
は
、
当
然
適
用
と
し
て

希
望
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
労
働

保
険
（
雇
用
保
険
と
労
災
保
険
）
に

加
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。
　
（
た
だ
し
、
農
林
、

水
産
業
の
一
部
は
、
任
意
加
入
に
な

っ
て
い
ま
す
）

　
加
入
し
て
い
な
い
場
合
は
、
不
利

益
を
受
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、

早
速
加
入
の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
手
続
き
に
つ
い
て
は
、
公
共
職
業

安
定
所
お
よ
び
労
働
基
準
監
督
署
で

行
い
ま
す
が
、
労
働
保
険
事
務
組
合

に
事
務
を
委
託
し
ま
す
と
加
入
の
手

続
き
か
ら
、
保
険
の
申
告
納
付
や
、

労
働
者
を
採
用
し
た
時
、
又
は
退
職

し
た
時
な
ど
の
い
ろ
い
ろ
な
手
続
き

を
行
っ
て
い
ま
す
の
で
利
用
さ
れ
る

と
便
利
で
す
．

　
労
働
保
険
事
務
組
合
は
、
事
業
主

の
方
々
が
会
員
に
な
っ
て
い
る
商
工

会
議
所
、
商
工
会
、
事
業
協
同
組
合

や
、
そ
の
他
任
意
の
団
体
等
事
業
主

の
団
体
が
労
働
大
臣
の
認
可
を
受
け

て
行
っ
て
い
ま
す
。

　
事
務
委
託
し
た
場
合
に
は
、

①
事
業
主
お
よ
び
家
族
従
事
者
な
ど

も
労
災
保
険
に
特
別
加
入
が
で
き
る
。

②
保
険
料
の
額
に
関
係
な
く
年
三
回

に
分
割
し
て
納
付
で
き
る
。

③
保
険
関
係
の
手
続
き
か
ら
解
放
さ

れ
、
余
力
を
事
業
活
動
な
ど
に
専
念

で
き
る
。

　
な
ど
の
利
点
が
あ
り
ま
す
。

　
な
お
、
詳
し
い
こ
と
は
公
共
職
業

安
定
所
に
お
た
ず
ね
く
だ
さ
い
。

麻
聾
劉

　
1
2
月
4
日
（
土
）
医
師
都
合

　
1
2
月
1
8
日
（
土
）
医
師
都
合

・
1
2
月
2
5
日
（
土
）
指
定
休
日

蟷
器
醸
．
年
始

　
出
稼
者
で
薬
の
投
与
を
う
け
る
方

は
、
十
二
月
二
十
九
日
か
ら
一
月
三

日
ま
で
年
末
・
年
始
の
休
日
と
な
り

ま
す
の
で
ご
注
意
下
さ
い
。

戸
籍
の
明
暗
＋
一
月

　
年
越
し
ソ
バ
は
、
や
は
り
日
本
古

来
の
ソ
バ
と
い
き
た
い
と
こ
ろ
で
す

が
、
ソ
バ
粉
の
原
料
は
約
八
十
パ
ー

セ
ン
ト
が
輸
入
も
の
で
す
。
輸
入
先

の
ト
ッ
プ
は
、
カ
ナ
ダ
、
次
い
で
中

国
、
ブ
ラ
ジ
ル
、
ア
メ
リ
カ
の
頃
。

こ
う
な
る
と
年
越
し
ソ
バ
を
食
べ
て

”
新
年
お
め
で
と
う
”
と
言
う
よ
り

も
”
ハ
ッ
ピ
ー
・
ニ
ユ
i
・
イ
ヤ
i
”

と
で
も
言
い
た
く
な
り
ま
す
。

　
年
越
し
ソ
バ
の
風
習
は
、
商
家
が

大
み
そ
か
の
夜
ま
で
忙
し
く
、
お
な

か
が
す
く
の
で
ソ
バ
を
と
っ
て
食
べ

た
の
が
始
ま
り
と
も
言
わ
れ
ま
す
が
、

む
し
ろ
、
大
み
そ
か
の
夜
は
除
夜
の

鐘
を
聞
く
ま
で
酒
肉
や
肉
欲
を
断
つ

”
物
忌
み
”
の
風
習
に
つ
な
が
っ
て

□
う
ぶ
声

　
滝
澤
あ
ゆ
み
（
天
水
越
・
義
久
の
二
女
）

　
高
橋
文
子
（
天
水
島
・
清
一
の
長
女
）

　
樋
口
智
代
（
湯
山
・
博
の
長
女
）

　
小
林
綾
子
（
上
蝦
池
・
米
蔵
の
二
女
）

■
お
く
や
み

　
小
野
塚
政
信
㈲
（
湯
山
・
せ
ぎ
）

　
小
林
仁
太
郎
㈹
（
湯
山
・
五
郎
吉
）

□
新
婚
さ
ん

昭和57年12月5日”1”1”1“”””Ill

年越し日覧シ

ソバ

い
る
と
い
う
話
の
ほ
う
が
確
が
な

よ
う
で
す
。

　
年
越
し
ソ
バ
を
、
福
ソ
バ
、
寿

命
ソ
バ
、
運
気
ソ
バ
と
言
っ
て
い

る
地
方
も
あ
り
ま
す
。

「
細
く
長
く
」
ま
た
は
「
ソ
バ
に

い
る
」
と
い
う
縁
起
で
す
。

　
ソ
バ
は
か
な
ヴ
古
く
か
ら
栽
培

さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
ソ
バ
が
き
、

ソ
バ
も
ち
、
ソ
バ
が
ゆ
、
と
し
て

食
べ
る
こ
と
が
多
く
、
現
在
の
よ

う
な
、
　
「
細
く
長
い
」
ソ
バ
は
比

較
的
新
し
い
ご
ち
そ
う
の
よ
う
で

す
。　

来
年
も
ソ
バ
の
縁
起
に
あ
や
か

り
「
細
く
長
く
」
「
ソ
バ
に
い
る
」

よ
い
年
で
あ
り
た
い
も
の
で
す
ね
。

羅
繋
・
磁
「
、
、
毅
購
灘
灘
覇

騰
畿
猛
繋
難
灘

縫
騰
麟
鑛
籔
縄
難

鰯
離
叢
饗
撫
鎌
響
灘
欝
簿
嚢
叢
傭

嚢
磯
、


